
    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

香取の障がい者と雇用 

～香取の年輪ネットワーク創り～ 

第３７号（令和３年１０月１日発行） 

  
 

社会福祉法人ロザリオの聖母会 
障害者就業・生活支援センター 

香取就業センター 
発行責任者:岡澤 和則 

  
〒287-0101 

千葉県香取市高萩 1100-2 
TEL:0478-79-6923 
FAX:0478-75-1688 

E メール:katori-sc@rosario.jp 

  

 令和３年９月１４日（火）、佐原公共職業安定所［以下ハローワーク佐原］との共催にて、「障害者

就労促進チャレンジ事業 企業向け見学相談会」を開催しました。 

相談会の前半では、ＪＡかとり栗源経済センターの八代副センター長と在職者の方にご登壇いた

だき、雇用する側・される側の双方から、障害者雇用の取り組みについてお話をしていただきまし

た。その後の意見交換では、ご参加くださった方々から様々な意見やご質問をいただき、八代副セン

ター長・在職者の方に一つ一つ丁寧にお答えいただけたことで、障害者雇用を考える上でとても有意

義な機会になったように思います。後半では、ハローワーク佐原、就労準備支援事業香取ＣＣＣより

情報提供をいただきました。ご参加・ご協力いただきありがとうございました。 

令和３年８月２８日（土）、「就業支援者養成セミナー」を開催し

ました。講師として、〈独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援

機構 千葉支部 千葉障害者職業センター 主幹障害者職業カウン

セラー〉市川美也子様をお迎えし、「発達障害のある方の就労支援に

ついて」をテーマにご講義いただきました。 

セミナーの前半では、これまで障害者職業センターや市川様が対

応した際の事例も交えながら、発達障害のある方の特性や配慮のポ

イント等について、わかりやすく説明していただきました。後半に

は、グループワーク形式で事例検討を行いました。各グループで様々

な意見を出し合いながら、市川様にご指導・ご助言いただけたこと

で、障害や就労支援についての理解を深め、支援方法の幅を広げる

機会になったのではないかと思います。 

今回の学びを今後の支援に活かしながら、地域の支援力のさらな

る向上に繋げていけたらと思います。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

   



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

   

 

 

【お問い合わせ】 
 

社会福祉法人ロザリオの聖母会 
障害者就業・生活支援センター 香取就業センター 
 
〒287-0101 千葉県香取市高萩 1100-2   

TEL：0478-79-6923 FAX：0478-75-1688  
E メール：katori-sc@rosario.jp 

障害者雇用に関連して、一部変更となった内容や留意点をまとめて掲載します。 

■障害者の法定雇用率引き上げ について 

 ▷令和３年３月１日より、障害者の法定雇用率が引き上げとなっています。 

・民間企業       ：２．３％ （←改定前２．２％） 

 ・国、地方公共団体等  ：２．６％ （←改定前２．５％） 

 ・都道府県等の教育委員会：２．５％ （←改定前２．４％） 

▷対象となる事業主の範囲も、従業員４３．５人以上に広がっています。 

■「特定求職者雇用開発助成金」の制度の一部変更 について 

▷令和３年７月１日より、「特定求職者雇用開発助成金（特定就職困難者コース及び発達障害者・

難治性疾患患者雇用開発コース）」は、トライアル雇用助成金（障害者トライアルコース）と併

用する場合において、制度変更となります。障害者トライアル雇用紹介された方を、トライアル

雇用期間終了後も継続して雇用する場合、特定求職者雇用開発助成金の受給は、現行だと第 1期

支給対象期分からの受給が可能ですが、改正後は第 2 期分からとなります。 

■最低賃金の引上げ について 

▷令和 3 年１０月 1日より、都道府県別の最低賃金が下記のとおり引き上げとなりました。 

・千葉県：９５３円 （改定前←９２５円） 

・茨城県：８７９円 （改定前←８５１円） 

 

 

※ご不明な点や詳細は、お近くの労働局・ハローワークにお問い合わせください。 

 

  

 

今年度香取就業センターでは、職業相談や職場定着支援、職場見学・実習調整、行事開催の他、町役

場やハローワークの方々のご協力のもと、新たに以下のような活動を行っています。 

■３町（神崎町・多古町・東庄町）出張相談 

：各町役場にて、5月より月に 1 回開催。新規相談、継続相談等。 

■ハローワーク佐原 出張相談・ジョブガイダンス 

：ハローワーク佐原にて、１０月より月に１回開始。模擬面接、履歴書添削、職業相談等。 

 

※新型コロナウイルス対策の為、これまでどおりの開催や実施が難しい状況が続いており申し訳ありま

せんが、工夫・改善しながら取り組んでまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。 

 

 

 

   

 
 


